
策定年月 令和5年4月

見直し年月

麦・大豆国産化プラン

産地名：立山町福田地区

（作成主体：（農）上段中部営農）

別紙様式第１号別添



１．大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇現状
【大豆】
・栽培品種である「えんれいのそら」および「シュウレイ」は、
実需からの評価は 高い一方で、安定生産・供給拡大が求められ
ている。
・収量・品質は年次変動が大きく、収量・品質の低下要因として、
転作率の増大に伴う地力低下や排水不良、播種時期の降雨による
発芽率の低下、開花期以降の干ばつによる落花や落莢などが挙げ
られる。
・近年では農地の集約が急速に進み、作業面積が拡大しているた
め、作業の効率化を図る必要がある。

〇課題
【大豆】
・実需のニーズに合わせた生産拡大
・地力増進に向けた土づくりの推進
・適期・適正な播種による苗立ち本数、
生育の確保

・排水対策や畝間かん水などの収量・
品質の高位安定化に向けた栽培技術
の徹底

・適期収穫による品質向上
・作業効率の向上

〇課題解決に向けた取組方針
【大豆】
・水田農業の基幹作物として、実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、収量・品質の高位安定化に向
けた栽培技術（適期播種と適期収穫等）の徹底と作業効率の向上を推進することにより、大豆の安定生
産・供給拡大を図る。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

〇連携方針

【大豆】
・実需者及び集荷団体、農協などから発出される実需者ニーズや消費動向の情報をもとに、これらに応じた生
産を図る。

生産者（農協含む）

事業実施主体
（農）上段中部営農

【大豆】

ア
ル
プ
ス
農
協

出荷

情報共有
及び
指導 全

農
県
本
部

集荷団体

販売

実需の取扱量
【大豆】現状5.9ｔ、目標15.8ｔ

卸・実需者

出荷

実需者
ニーズ
及び

消費動向等
情報提供情報共有

県産の大豆の約9割が全農県
本部を通じて集荷・販売

現状年：大豆令和４年産 目標年：大豆令和７年産

現状年 目標年

生産量 11.8ｔ 17.0ｔ

出荷量 5.9ｔ 15.8ｔ

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

卸 5.8ｔ 15.5ｔ

その他 0.1ｔ 0.3ｔ



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大豆の国産化に向けた推進体制】

ア
ル
プ
ス
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県

農林振興センター 農産食品課

出荷
生産状況等
情報提供、

出荷
県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

生産者

広域普及指導センター

消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

生産方針及び
技術対策の発出

県米作改良対策本部

生産者
事業実施主体

(農)上段中部営農



策定年月 令和5年4月

見直し年月

麦・大豆国産化プラン

産地名：水橋地区

（作成主体：なのはな農業協同組合）

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇現状
【大麦】
・栽培品種である「ファイバースノウ」は、主食用として実需からの評価は高く、
今後も実需のニーズに応じた生産が求められている。

・大麦の収量・品質は年次変動が激しく、収量低下要因としては、転作率の増加に
よる地力の低下、排水不良などが挙げられ、品質低下要因としては基肥窒素量の
過剰などが挙げられる。

・近年では担い手への農地の集約が急速に進み、1経営体あたりの作業面積が拡大
しているため、作業の効率化を図る必要がある。

【大豆】
・栽培品種である「えんれいのそら」および「シュウレイ」は、実需からの評価は
高い一方で、安定生産・供給拡大が求められている。

・収量・品質は年次変動が大きく、収量・品質の低下要因として、転作率の増大に
伴う地力低下や排水不良、播種時期の降雨による発芽率の低下、開花期以降の干
ばつによる落花や落莢などが挙げられる。

・近年では担い手への農地の集約が急速に進み、1経営体あたりの作業面積が拡大
しているため、作業の効率化を図る必要がある。

〇課題
【大麦】
・実需のニーズに合わせた生産の推進
・地力増進に向けた土づくりの推進
・排水対策などの安定生産に向けた栽培
技術の徹底

・生産者の作業効率の向上
【大豆】
・実需のニーズに合わせた生産拡大
・地力増進に向けた土づくりの推進
・排水対策や畝間かん水などの収量・
品質の高位安定化に向けた栽培技術
の徹底

・生産者の作業効率の向上
・適期播種による発芽率の向上及び初期
生育の確保

〇課題解決に向けた取組方針
【大麦】
・民間流通協議会などを通して実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、ニーズに合わせた生産規模で
の作付及び、基本技術（排水対策など）の徹底、作業効率の向上による高品質な大麦の安定生産を図る。

【大豆】
・水田農業の基幹作物として、実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、収量・品質の高位安定化に向
けた栽培技術（特に排水対策、適期播種など）の徹底と作業効率の向上を推進することにより、大豆の安定
生産・供給拡大を図る。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

〇連携方針
【大麦】
・県民間流通地方連絡協議会を通して、実需者ニーズや消費動向などの把握に努めるとともに、その情報
を生産現場へフィードバックし、生産対策に反映させる。

【大豆】
・県米作改良対策本部を中心に、実需者ニーズや消費動向の把握などに努めるとともに、その情報を生産現場
へフィードバックし、生産対策に反映させる。

生産者（農協含む）

事業実施主体
なのはな農業協同組合
【大麦】

【大豆】

な
の
は
な
農
協

出荷

全
農
県
本
部

集荷団体

販売

実需の取扱量
【大麦】現状ーｔ、目標24.8ｔ

【大豆】現状24ｔ、目標36ｔ

卸・実需者

出荷

実需者
ニーズ
及び

消費動向等
情報提供

情報共有
および
生産対策
への反映

県産の大麦のほぼ全量、大豆
の約9割が全農県本部を通じ
て集荷・販売

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

主食用 - ｔ 22.9ｔ

麦茶用 - ｔ 1.9ｔ

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

卸 23.5ｔ 35.2ｔ

その他 0.5ｔ 0.8ｔ

現状年 目標年

生産量 - ｔ 24.8ｔ

出荷量 - ｔ 24.8ｔ

現状年 目標年

生産量 24ｔ 36ｔ

出荷量 24ｔ 36ｔ

現状年：大豆令和4年産 大麦令和5年産 目標年：大豆令和７年産 大麦令和９年産

情報共有



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大豆の国産化に向けた推進体制】

な
の
は
な
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県

農林振興センター 農産食品課

出荷
生産状況等
情報提供、

出荷
県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

生産者

広域普及指導センター

消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

生産方針及び
技術対策の発出

県米作改良対策本部

生産者
取組の中心となる農業者
(事業実施主体・事業実施者)
・(有)グリーンパワーなのはな
・(有)アスナロ小出



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大麦の国産化に向けた推進体制】

な
の
は
な
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県
農林振興センター 農産食品課

出荷 県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

広域普及指導センター

生産状況や
消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

民間流通地方連絡協議会
生産状況等
情報提供、

出荷生産者
取組の中心となる農業者
(事業実施主体・事業実施者)
・(株)６時のそら

生産者

県米作改良対策本部生産方針及び
技術対策の発出



策定年月 令和5年4月

見直し年月

麦・大豆国産化プラン

産地名：富山県高岡市戸出地区

（作成主体：高岡市農業再生協議会）

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇現状

【大豆】
・栽培品種である「えんれいのそら」および「シュウレイ」は、実需からの評価は
高い一方で、安定生産・供給拡大が求められている。

・収量・品質は年次変動が大きく、収量・品質の低下要因として、転作率の増大に
伴う地力低下や排水不良、播種時期の降雨による発芽率の低下、開花期以降の干
ばつによる落花や落莢などが挙げられる。

・近年では担い手への農地の集約が急速に進み、1経営体あたりの作業面積が拡大
しているため、作業の効率化を図る必要がある。

〇課題

【大豆】
・実需のニーズに合わせた生産拡大
・地力増進に向けた土づくりの推進
・排水対策や畝間かん水などの収量・
品質の高位安定化に向けた栽培技術
の徹底

・生産者の作業効率の向上

〇課題解決に向けた取組方針
【大豆】
・水田農業の基幹作物として、実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、収量・品質の高位安定化に向
けた栽培技術（特に排水対策、適期収穫など）の徹底と作業効率の向上を推進することにより、大豆の安定
生産・供給拡大を図る。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

〇連携方針

【大豆】
・県米作改良対策本部を中心に、実需者ニーズや消費動向の把握などに努めるとともに、その情報を生産現場
へフィードバックし、生産対策に反映させる。

生産者（農協含む）

事業実施主体
高岡市農業再生協議会

【大豆】
高
岡
市
農
協

出荷

情報共有 全
農
県
本
部

集荷団体

販売

実需の取扱量
【大豆】現状28.1ｔ、目標31.8ｔ

卸・実需者

出荷

実需者
ニーズ
及び

消費動向等
情報提供

情報共有
および
生産対策
への反映

県産の大豆の約9割が全農県
本部を通じて集荷・販売

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

卸 27.5ｔ 31.1ｔ

その他 0.6ｔ 0.7ｔ

現状年 目標年

生産量 34.1ｔ 37.8ｔ

出荷量 34.1ｔ 37.8ｔ

現状年：大豆令和４年産 目標年：大豆令和７年産



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大豆の国産化に向けた推進体制】

高
岡
市
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県

農林振興センター 農産食品課

出荷
生産状況等
情報提供、

出荷
県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

生産者

広域普及指導センター

消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

生産方針及び
技術対策の発出

県米作改良対策本部

生産者
取組の中心となる農業者
(事業実施主体・事業実施者)
・高岡市農業再生協議会
・（株）さとちゃん農園



策定年月 令和5年4月

見直し年月

麦・大豆国産化プラン

産地名：富山県高岡市

（作成主体：（農）市野瀬営農組合）

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇現状

【大豆】
・栽培品種である「えんれいのそら」および「シュウレイ」は、実需からの評価は
高い一方で、安定生産・供給拡大が求められている。

・収量・品質は年次変動が大きく、収量・品質の低下要因として、転作率の増大に
伴う地力低下や排水不良、播種時期の降雨による発芽率の低下、開花期以降の干
ばつによる落花や落莢などが挙げられる。

・近年では担い手への農地の集約が急速に進み、1経営体あたりの作業面積が拡大
しているため、作業の効率化を図る必要がある。

〇課題

【大豆】
・実需のニーズに合わせた生産拡大
・地力増進に向けた土づくりの推進
・排水対策や畝間かん水などの収量・
品質の高位安定化に向けた栽培技術
の徹底

・生産者の作業効率の向上

〇課題解決に向けた取組方針

【大豆】
・水田農業の基幹作物として、実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、収量・品質の高位安定化に向
けた栽培技術（特に排水対策、適期収穫など）の徹底と作業効率の向上を推進することにより、大豆の安定
生産・供給拡大を図る。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

〇連携方針

【大豆】
・実需者及び集荷団体、農協などから発出される実需者ニーズや消費動向の情報をもとに、これらに応じた生
産を図る。

生産者（農協含む）

事業実施主体
（農）市野瀬営農組合

【大豆】
高
岡
市
農
協

出荷

情報共有
及び
指導 全

農
県
本
部

集荷団体

販売

実需の取扱量

【大豆】現状20.6ｔ、目標30.0ｔ

卸・実需者

出荷

実需者
ニーズ
及び

消費動向等
情報提供情報共有

県産の大豆の約9割が全農県
本部を通じて集荷・販売

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

卸 20.2ｔ 29.4ｔ

その他 0.4ｔ 0.6ｔ

現状年 目標年

生産量 27.1ｔ 31.9ｔ

出荷量 27.1ｔ 31.9ｔ

現状年：大豆令和４年産 目標年：大豆令和７年産



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大豆の国産化に向けた推進体制】

高
岡
市
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県

農林振興センター 農産食品課

出荷
生産状況等
情報提供、

出荷
県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

生産者

広域普及指導センター

消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

生産方針及び
技術対策の発出

県米作改良対策本部

生産者
取組の中心となる農業者
(事業実施主体・事業実施者)
・（農）市野瀬営農組合



策定年月 令和5年4月

見直し年月

麦・大豆国産化プラン

産地名：富山県高岡市

（作成主体：（農）上開発農産）

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇現状

【大豆】
・栽培品種である「えんれいのそら」および「シュウレイ」は、実需からの評価は
高い一方で、安定生産・供給拡大が求められている。

・収量・品質は年次変動が大きく、収量・品質の低下要因として、転作率の増大に
伴う地力低下や排水不良、播種時期の降雨による発芽率の低下、開花期以降の干
ばつによる落花や落莢などが挙げられる。

・近年では担い手への農地の集約が急速に進み、1経営体あたりの作業面積が拡大
しているため、作業の効率化を図る必要がある。

〇課題

【大豆】
・実需のニーズに合わせた生産拡大
・地力増進に向けた土づくりの推進
・排水対策や畝間かん水などの収量・
品質の高位安定化に向けた栽培技術
の徹底

・生産者の作業効率の向上

〇課題解決に向けた取組方針

【大豆】
・水田農業の基幹作物として、実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、収量・品質の高位安定化に向
けた栽培技術（特に排水対策、適期収穫など）の徹底と作業効率の向上を推進することにより、大豆の安定
生産・供給拡大を図る。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

〇連携方針

【大豆】
・実需者及び集荷団体、農協などから発出される実需者ニーズや消費動向の情報をもとに、これらに応じた生
産を図る。

生産者（農協含む）

事業実施主体
（農）上開発農産

【大豆】
高
岡
市
農
協

出荷

情報共有
及び
指導 全

農
県
本
部

集荷団体

販売

実需の取扱量

【大豆】現状6.1ｔ、目標12.5ｔ

卸・実需者

出荷

実需者
ニーズ
及び

消費動向等
情報提供情報共有

県産の大豆の約9割が全農県
本部を通じて集荷・販売

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

卸 6.0ｔ 12.2ｔ

その他 0.1ｔ 0.3ｔ

現状年 目標年

生産量 7.1ｔ 14.0ｔ

出荷量 7.1ｔ 14.0ｔ

現状年：大豆令和４年産 目標年：大豆令和７年産



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大豆の国産化に向けた推進体制】

高
岡
市
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県

農林振興センター 農産食品課

出荷
生産状況等
情報提供、

出荷
県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

生産者

広域普及指導センター

消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

生産方針及び
技術対策の発出

県米作改良対策本部

生産者
取組の中心となる農業者
(事業実施主体・事業実施者)
・(農)上開発農産



策定年月 令和5年4月

見直し年月

麦・大豆国産化プラン

産地名：富山県高岡市

（作成主体：（農）米コメ営農組合）

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇現状

【大豆】
・栽培品種である「えんれいのそら」および「シュウレイ」は、実需からの評価は
高い一方で、安定生産・供給拡大が求められている。

・収量・品質は年次変動が大きく、収量・品質の低下要因として、転作率の増大に
伴う地力低下や排水不良、播種時期の降雨による発芽率の低下、開花期以降の干
ばつによる落花や落莢などが挙げられる。

・近年では担い手への農地の集約が急速に進み、1経営体あたりの作業面積が拡大
しているため、作業の効率化を図る必要がある。

〇課題

【大豆】
・実需のニーズに合わせた生産拡大
・地力増進に向けた土づくりの推進
・排水対策や畝間かん水などの収量・
品質の高位安定化に向けた栽培技術
の徹底

・生産者の作業効率の向上

〇課題解決に向けた取組方針

【大豆】
・水田農業の基幹作物として、実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、収量・品質の高位安定化に向
けた栽培技術（特に排水対策、砕土率の向上など）の徹底と作業効率の向上を推進することにより、大豆の安
定生産・供給拡大を図る。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

〇連携方針

【大豆】
・実需者及び集荷団体、農協などから発出される実需者ニーズや消費動向の情報をもとに、これらに応じた生
産を図る。

生産者（農協含む）

事業実施主体
（農）米コメ営農組合

【大豆】
高
岡
市
農
協

出荷

情報共有
及び
指導 全

農
県
本
部

集荷団体

販売

実需の取扱量

【大豆】現状17.8ｔ、目標20.0ｔ

卸・実需者

出荷

実需者
ニーズ
及び

消費動向等
情報提供情報共有

県産の大豆の約9割が全農県
本部を通じて集荷・販売

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

卸 17.4ｔ 19.5ｔ

その他 0.4ｔ 0.5ｔ

現状年 目標年

生産量 21.3ｔ 22.0ｔ

出荷量 21.3ｔ 22.0ｔ

現状年：大豆令和４年産 目標年：大豆令和７年産



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大豆の国産化に向けた推進体制】

高
岡
市
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県

農林振興センター 農産食品課

出荷
生産状況等
情報提供、

出荷
県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

生産者

広域普及指導センター

消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

生産方針及び
技術対策の発出

県米作改良対策本部

生産者
取組の中心となる農業者
(事業実施主体・事業実施者)
・(農)米コメ営農組合



策定年月 令和5年4月

見直し年月

麦・大豆国産化プラン

院瀬見・沖・沖滝谷島・川原崎・東城
寺・清玄寺・戸板・今里・山見・三清東・

北市地区

（農）ファ－ム八乙女

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇現状

【大豆】
・栽培品種である「えんれいのそら」は、実需からの評価は高い
一方で、安定生産・供給拡大が求められている。

・収量・品質は年次変動が大きく、収量・品質の低下要因として、
転作率の増大に伴う地力低下や排水不良、播種時期の降雨によ
る発芽率の低下、開花期以降の干ばつによる落花や落莢などが
挙げられる。

・近年では担い手への農地の集約が急速に進み、1経営体あたりの
作業面積が拡大しているため、作業の効率化を図る必要がある。

〇課題

【大豆】
・実需のニーズに合わせた生産拡大
・地力増進に向けた土づくりの推進
・排水対策や畝間かん水などの収量・
品質の高位安定化に向けた栽培技術
の徹底

・生産者の作業効率の向上

〇課題解決に向けた取組方針

【大豆】
・水田農業の基幹作物として、実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、収量・品質の高位安定化に
向けた栽培技術（特に土壌条件や土壌診断に基づいた適正施肥や適期培土、排水対策や開花期頃からの
干ばつ対策としての畝間かん水、など）の徹底と作業効率の向上を推進することにより、適期収穫
による大豆の安定生産・供給拡大を図る。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

〇連携方針

【大豆】
・実需者及び全農県本部、JAとなみ野から発信される実需者ニ−ズや消費動向の情報をもとに、
これらに応じた生産を図る。

生産者（農協含む）

事業実施主体
（農）ファ−ム八乙女

【大豆】

と
な
み
野
農
協

出荷

全
農
県
本
部

集荷団体

販売

実需の取扱量

【大豆】現状：24.1ｔ、目標：35.5ｔ

卸・実需者

出荷

実需者
ニーズ
及び

消費動向等
情報提供情報共有

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

卸 23.6ｔ 34.8ｔ

その他 0.5ｔ 0.7ｔ

現状年 目標年

生産量 31.2ｔ 46.0ｔ

出荷量 24.1ｔ 35.5ｔ

現状年：大豆令和４年産 目標年：大豆令和７年産

情報共有
及び
指導



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大豆の国産化に向けた推進体制】

と
な
み
野
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県

農林振興センター 農産食品課

出荷
生産状況等
情報提供、

出荷
県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

生産者

広域普及指導センター

消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

生産方針及び
技術対策の発出

県米作改良対策本部

生産者
取組の中心となる農業者
(事業実施主体・事業実施者)

・(農)ファ−ム八乙女



策定年月 令和5年4月

見直し年月

麦・大豆国産化プラン

高瀬、山見、戸板、雨潜田屋、
八塚、野原、野新、野能原地区

（株）楽農志Farm 岩倉

別紙様式第１号別添



１．麦・大豆生産の現状と課題及び課題解決に向けた取組方針

※ 麦・大豆生産における課題（湿害対策、適期播種、土づくり、連作障害対策等の必要性等）を具体的に記載すること。
※ 課題解決に向けて取り組む内容及び今後の生産拡大に向けた方針を具体的に記載すること。

〇現状

【大豆】
・栽培品種である「えんれいのそら」および「シュウレイ」は、
実需からの評価は高い一方で、安定生産・供給拡大が求めら
れている。

・収量・品質は年次変動が大きく、収量・品質の低下要因として、
転作率の増大に伴う地力低下や排水不良、播種時期の降雨によ
る発芽率の低下、開花期以降の干ばつによる落花や落莢などが
挙げられる。

・近年では担い手への農地の集約が急速に進み、1経営体あたりの
作業面積が拡大しているため、作業の効率化を図る必要がある。

〇課題

【大豆】
・実需のニーズに合わせた生産拡大
・地力増進に向けた土づくりの推進
・排水対策や畝間かん水などの収量・
品質の高位安定化に向けた栽培技術
の徹底

・生産者の作業効率の向上

〇課題解決に向けた取組方針

【大豆】
・水田農業の基幹作物として、実需のニーズの継続的な把握に努めるとともに、収量・品質の高位安定化に
向けた栽培技術（特に土壌条件や土壌診断に基づいた適正施肥や適期培土、排水対策や開花期頃からの
干ばつ対策としての畝間かん水、など）の徹底と作業効率の向上を推進することにより、適期収穫による
大豆の安定生産・供給拡大を図る。



２．産地と実需者との連携方針

※ 産地と実需者については具体的な名称を記載すること。
※ 麦の実需者は、麦を原料とした加工品等の製造を業とする者（製粉会社、製パン会社、製麺会社等）とする。
※ 大豆の実需者は、大豆を原料とした加工品等の製造を業とする者、大豆の販売を業とする者及びこれらの者が組織する法人その他の団体とする。
なお、販売を業とする者を実需者とする場合は、その者が販売する先（最終実需者）について、代表的な者の名称を記載すること。

※ 産地と実需者それぞれの国産麦・大豆取扱量の現状とおおむねの目標値を記載すること。

〇連携方針

【大豆】
・実需者及び全農県本部、JAとなみ野から発信される実需者ニ−ズや消費動向の情報をもとに、これらに応じ
た生産を図る。

生産者（農協含む）

事業実施主体
（株）楽農志Farm 岩倉

【大豆】

と
な
み
野
農
協

出荷

全
農
県
本
部

集荷団体

販売

実需の取扱量

【大豆】現状35.1ｔ、目標54.9ｔ

卸・実需者

出荷

実需者
ニーズ
及び

消費動向等
情報提供

情報共有

仕向け
取扱量（ｔ）

現状年 目標年

卸） 34.4ｔ 53.8ｔ

その他 0.7ｔ 1.1ｔ

現状年 目標年

生産量 44.1ｔ 69.0ｔ

出荷量 35.1ｔ 54.9ｔ

現状年：大豆令和４年産 目標年：大豆令和７年産

情報共有
及び
指導



※ 産地と実需者との連携について、図等を用いて明示すること。
※ 取組の中心となる農業者等を必ず位置付けること。

３．麦・大豆の国産化に向けた推進体制及び各関係者の役割

【大豆の国産化に向けた推進体制】

と
な
み
野
農
協

集
荷
団
体
（
全
農
県
本
部
）

卸
・
実
需
者

県

農林振興センター 農産食品課

出荷
生産状況等
情報提供、

出荷
県産PR、
販売

栽培管理
指導

作付調整
および
栽培管理
指導

消費動向等
情報共有

消費動向等
情報提供

生産者

広域普及指導センター

消費動向等
情報共有

技術対策
の発出

生産方針及び
技術対策の発出

県米作改良対策本部

生産者
取組の中心となる農業者
(事業実施主体・事業実施者)

・（株）楽農志Farm 岩倉


